
資・短 2-4 短期給付に共通する事項 

第４節 短期給付に共通する事項 
 

１ 時  効 

短期給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から２年間行わないときは、時効

によって消滅しますが、消滅時効の決算日は、給付事由が生じた日の翌日とされており、

次に掲げる給付については、それぞれ掲げられた日が起算日となります。 

(１) 療養費・家族療養費 

組合員が医療機関等に療養の費用を支払った日の翌日 

(２) 高額療養費 

組合員が医療機関等に支払った一部負担金又は療養の費用のうち、高額医療費の支

給に係わる部分について、その支払った日の翌日 

(３) 傷病手当金・出産手当金・休業手当金・介護休業手当金 

それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日 

(４) 育児休業手当金 

育児休業期間中支給分については育児休業により勤務に服さなかった日ごとにその

翌日、６月経過後支給分については、育児休業手当金支給期間が終了した日後６月を

経過した日の翌日 

☆☆参照条文☆☆ 

法144条の23第１項、運用方針法144条の23関係 

 

２ 給付額の算定の基準となる給料 

給付額の算定の基準となる給料は、給付事由の生じた日の属する月の掛金の基準とな

った給料（その月の初日の給料）です。 

退職後も継続して受ける給付（傷病手当金等）、又は退職後に給付事由の生じたもの

（出産費等）は、退職した日の属する月の掛金の基準となった給料です。（ただし、任

意継続組合員にあっては、任意継続掛金の基準となる額です。） 

☆☆参照条文☆☆ 

法44条１項・114条１項、施行規程163条１項 

 

３ 給付を受けずに受給資格者が死亡したとき 

給付を受ける権利を有する者が、その給付を受けないで死亡した場合には、これをそ

の遺族に支給し、支給すべき遺族のないときは、当該死亡した者の相続人に支給します。 
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給付を受けるべき遺族の順位は、組合員又は組合員であった者の配偶者及び子、父母、

孫、祖父母の順です。（第８節 支払未済の給付 参照） 
     

４ 給付の制限を受けるとき 

(１) 故意の犯罪行為による場合 

組合員から給付を受けるべき者が故意の犯罪行為により、又は故意に病気、負傷、

死亡若しくは災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合の給付は

行いません。 

(２) 重大な過失等による場合 

組合員から給付を受ける者が重大な過失により、若しくは正当な理由がなくて療養

に関する指示に従わなかったことにより、病気、負傷、死亡若しくはこれらの直接の

原因となった事故を生じさせ、その病気を増進させ、若しくは回復を妨げ又は故意に

その回復を妨げた場合には、その者には当該病気、負傷又は死亡に係る給付の全部又

は一部を行いません。 

(３) 掛金を納付しないとき 

組合員が掛金をその掛金の払込み月の翌月の末日までに納付しないときには、給付

の一部を行わないことがあります。 

☆☆参照条文☆☆ 

法108～110条、運用方針法108条関係 

  

５ 共済組合の給付と他の法令との調整 

(１) 公務災害との調整 

「第６節 公務災害と共済組合」を参照してください。（添付様式参照） 

(２) 第三者加害行為との調整 

「第７節 第三者加害行為と共済組合」を参照してください。（添付様式参照） 

(３) 他の法令との調整 

組合員及びその被扶養者の医療については、地方公務員等共済組合法に基づく給付

を行っていますが、この他に国及び地方公共団体が医療費を補ういわゆる公費負担制

度があります。（表９公費負担医療一覧表・表9-2乳幼児医療費助成市町実施状況 参

照）組合員及びその被扶養者が、この公費負担医療を受けられる場合は、重複支給を

避けるため、その支給を受けられる限度で共済組合の給付は行いません。 

ア 負担割合の調整方法 

負担割合の調整方法は、大きく分けて３つの方法があります。 

(ア) 全額国庫負担（全額公費負担） 

法の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が全額支給されます。 
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(イ) 公費優先 

他の法令等で国又は地方公共団体の負担による医療給付が優先的に支給され、

なお療養に要した費用に満たない場合においてその差額を共済組合から支給

されます。なお、負担割合については、他の法令等の内容によりそれぞれ異な

ります。 

※ 乳幼児医療費助成の対象者が、「乳幼児医療費受給者証」を使用しなかっ

たことにより、自己負担が発生した場合は、居住する市町村の乳幼児医療費

助成担当課へ連絡の上、償還払いにより給付を受けてください。なお、高額

療養費については、共済組合が負担しますが、支払方法については、各市町

村により異なります。 

※ 母子保健法による未熟児養育医療を受けた者で、自己負担が発生した場合

は次の書類を提出してください。 

① 家族療養費請求書（支部様式第25号）を２部（1部コピー可）提出してく

ださい。 

② 保健所からの通知文書の写し 

③ 領収書 

(ウ) 保険優先 

共済組合の給付が優先的に支給され、なお療養に要した費用に満たない場合に

おいて他の法令等からその差額が支給されます。 

イ 届出について 

次に該当する場合について、公費負担医療費受給該当届（支部様式第24号）に

医療券等の写しを添付して１部提出してください。 

 (ア) 国及び地方公共団体が実施する医療費助成事業 

「表９ 公費負担医療一覧表」を参照してください。 

(イ) 静岡県が実施する特定疾患医療費助成事業 

病名番号 病            名 

52 橋  本  病 

53 
下垂体機能障害（20歳未満で小児慢性特定疾患治療研究事業の対象と

なることができる者に係わる下垂体小人病を除く。）

54 突 発 性 難 聴 

55 
血  友  病（20歳未満で小児慢性特定疾患治療研究事業の対象と

なることができる者を除く。） 

(ウ)  65歳以上75歳未満の者で老人保健法の医療費を受給する者 
     

- 資格・短期 67 - 



資・短 2-4 短期給付に共通する事項 

 

様式名  公費負担医療費受給該当届  記載例

        支部様式第24号 

          療養費・家族療養費 (同附加金)・一部負担金払戻金・ 

高額療養費請求書      記載例 

        支部様式第25号  
 

６ 不正受給者からの費用の徴収 

扶養者についての虚偽の申告、組合員証の不正使用、不正の診断書の行使、添付証明

書の改ざん等により共済組合から給付を受けた場合には、共済組合は、その給付に要し

た費用に相当する金額の全部又は一部を徴収します。 

☆☆参照条文☆☆ 

法49条 
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表９ 公費負担医療一覧表 

法別 

番号 
公 費 負 担 医 療 負担の形態 

１３ 戦傷病者特別援護法による療養の給付 

１４ 戦傷病者特別援護法による厚生医療 

１８ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による認定疾病医療 

２９ 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による新感

染症の患者の入院 

３０ 
心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関

する法律による医療の実施に係る医療の給付 

全額公費 

らい予防法による療養所入所者の療養 

伝染病予防法による命令治療及び入院医療 

性病予防法による審査要件優生手術 

優生保護法による治療 

寄生虫予防法による治療 

公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による公害医療 

 

予防接種法による医療費 

公費優先 

２０ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による措置入院 

２１ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による通院医療 

１１ 結核予防法による従業禁止及び命令入所 

１０ 結核予防法による適正医療 

２２ 麻薬及び向精神薬取締法による入院措置 

２８ 
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による一類

感染症等の患者の入院 

１５ 障害者自立支援法による自立支援医療（更生医療） 

１６ 障害者自立支援法による自立支援医療（育成医療） 

１７ 児童福祉法による療育の給付 

１９ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費 

２３ 母子保健法による養育医療費 

５１ 

特定疾患治療費、先天性血液凝固因子障害治療費、水俣病総合対策費

の国庫補助による研究治療費、茨城県神栖町における有機ヒ素化合物

による環境汚染及び健康被害に係る緊急措置事業要綱による医療費及

びメチル水銀の健康影響による治療研究費 

５２ 小児慢性特定疾患治療研究事業に係る医療の給付 

５３ 児童福祉法及び知的障害者福祉法の措置等に係る医療の給付 

４１ 地方単独事業による医療費支給（類似老人） 

１２ 生活保護法による医療扶助 

保険優先 

注 : 法別番号は、法施行の優先順位で表示している。 
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表９－２ 乳幼児医療費助成市町実施状況一覧 (平成17年３月31日現在）
      区分
市町名

            院 通        院 所得制限

対象年齢 食事助成 自己負担金 対象年齢 食事助成 自己負担金 対象年齢 自己負担金 対象年齢 自己負担金

1 下田市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

2 東伊豆町 4歳未満 有 無 未就学児 有 500円/日 4歳未満 無 未就学児 500円/回 無

3 河津町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

4 南伊豆町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

5 松崎町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

6 西伊豆町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

7 熱海市 未就学児 有 無 未就学児 無 無

8 伊東市 未就学児 有 無 2歳未満 無 未就学児 500円/回 有

9 沼津市 未就学児 有 500円/日 未就学児 500円/回 無

10 三島市 未就学児 有 500円/日 未就学児 500円/回 無

11 裾野市 4歳未満 有 無 未就学児 有 500円/日 4歳未満 無 未就学児 500円/回 無

12 伊豆の国市 未就学児 有 無 未就学児 無 無

13 伊豆市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

14 函南町 未就学児 無 無 未就学児 無 無

15 清水町 未就学児 有 無 未就学児 500円/回 無

16 長泉町 未就学児 有 無 未就学児 無 無

17 御殿場市 未就学児 有 500円/日 未就学児 500円/回 無

18 小山町 未就学児 有 無 未就学児 無 無

19 富士宮市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

20 富士市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

21 芝川町 未就学児 無 無 未就学児 無 無

22 富士川町 未就学児 無 無 未就学児 無 無

23 蒲原町 未就学児 無 無 未就学児 無 無

24 由比町 未就学児 無 無 未就学児 無 無

25 島田市 未就学児 無 無 未就学児 500円/回 有

26 焼津市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

27 藤枝市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

28 岡部町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

29 大井川町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

30 牧之原市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

31 吉田町 未就学児 有 500円/日 未就学児 500円/回 無

32 川根町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

33 川根本町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

34 磐田市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

35 掛川市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

36 袋井市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

37 御前崎市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

38 菊川市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 有

39 森町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

40 湖西市 未就学児 有 無 未就学児 無 無

41 新居町 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

42 静岡市 未就学児 無 無 1歳未満 無 未就学児 500円/回 無

43 浜松市 未就学児 無 500円/日 未就学児 500円/回 無

（注１）給付方法は全市町現物給付による。

（注２）食事助成欄は、「有」は市町上乗助成で医療機関窓口徴収なし。「無」は医療機関窓口で入院時食事療養費標準負担額を徴収。

（注３）通院自己負担金欄の「５００円／回」は月４回まで徴収、ただし、島田市は月２回まで徴収、裾野市は回数制限なく徴収。
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